
 

 

 

 

＊根拠：「岐阜市教育研究所条例」第１条 

 

○岐阜市立学校の教職員の団体 

○岐阜市の学校教育関係団体 

○岐阜県の研究機関・研究団体（ただし、岐阜市内の教職員が属し、かつ県や市の

教育研究会所属の研究団体として認められた団体） 

＊その他の団体については、その都度、所長と研究所主幹で協議をする。 

 

 

（１）使用申請期間（下記（２）①、②について） 

前年度の２月中旬～利用１か月前 
 

（２）使用申請と使用許可の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

○施設使用は、８時４５分～１７時００分（準備・片付けを含む。）とします。 

○駐車場は１４０台が上限です。近隣施設の駐車場をお願いすることがあります。 

○ＰＣやタブレット端末の貸出は行っていません。申込団体で準備をしてください。 

○使用のキャンセルやオンラインへの変更等は、早急に電話にて連絡をしてください。 

○新型コロナウイルス感染症感染防止対策にご協力をお願いします。 

 

岐阜市教育研究所の施設 
（研修室、会議室、相談室）の使用について 

岐阜市教育委員会 学校指導課 教育研究所 

１ 使用できる団体 

２ 使用申請について 

①【事前・仮予約】 

岐阜市教育研究所に、研修室等の空き状況を電話で確認し、

仮予約する。（＊教育研究所：058-241-2114） 

②【本申請】 

「岐阜市教育研究所施設使用申請書（様式１又は様式２）」を作

成し、岐阜市教育研究所長宛て提出する。 

 ＊提出先：岐阜市教育研究所長 

 ＊提出期限：①の仮予約後、速やかに 

 ＊提出方法：文書メール便、郵送又は電子メール 

④【使用前後】 

「岐阜市教育研究所施設使用承認書」を教育研究所２階事務室に持参し、使用開始・終了を伝える。 

３ 使用にあたって 

■様式１、様式２の入手について（以下のいずれかの方法） 
・統合型校務支援システム「Te-Comp@ss」➣岐阜市書庫➣教育委員会 

・岐阜市教育研究所ＨＰ➣教育研究所施設利用 

・教育研究所２階事務室に直接取りに来る 

③【使用許可】 

岐阜市教育研究所から「岐阜市教育研究所施設使用承認書」の返却を受ける。（この時点で使用可） 


